
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
百
七
号

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
八
号
ロ
の
法
人
を
定
め
る
省
令

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
十
二
号

ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
二
号
ロ
の
法
人
を
定

め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
八
号
ロ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
法

人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会

二
　
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

三
　
森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会

四
　
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会

五
　
事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
、
協
同
組
合
連
合
会
及
び
企
業
組
合

六
　
生
活
衛
生
同
業
組
合
、
生
活
衛
生
同
業
小
組
合
及
び
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会

七
　
協
業
組
合
、
商
工
組
合
及
び
商
工
組
合
連
合
会

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
七
日
農
林
水
産
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
持
続
可
能
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保
に
資
す
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
公
共
交

通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
七

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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